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※65歳未満とは
　昭和28年1月2日以後に生まれた人

平成30年1月1日現在、
大村市に居住している。

平成29年中に収入が
あった。

収入の種類は次のどれ
に該当しますか？
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D

B

A

C
C
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B

※この表は一般的に解説したものであり、該当しない場合もあります。

給与、公的年金等以外に事業、
農業、不動産などの収入がある。 公的年金等のみである。 主に給与である。

（次のどれに該当しますか？）

土地譲渡や株式配当がある。

スタート
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A

A
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次のどれに該当しますか？
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いいえ

いいえ

いいえ

はい

いいえはい

い
は

あなたは申告が必要？不要？
市外にいる親族の税申告上の扶
養になっている、または誰の税申
告上の扶養にもなっていない。

平成30年1月1日現在お住まい
の市区町村または税務署へお問
い合わせください。

非課税収入のみ
（遺族年金、障害者年金、失業給
付金、児童手当など）。

・給与収入が2,000万円を超える
・初めて住宅借入金等特別控除を受ける

・給与所得以外の所得が20万円を超える
・医療費控除や雑損控除を受ける
・年末調整をしなかった
・年の途中で退職し、その後就職してい
ない
・2カ所以上から給与の支払いを受け、年末
調整していない給与の支払額が20万円
を超える

・年末調整された給与所得と、それ以外
の所得が20万円以下

1カ所からの給与所得のみで①～④全
てに該当する人。⑤は該当する人のみ。

①事業主から源泉徴収票を受け取った
②事業主が税務課に給与支払報告書を
提出している

③年末調整済み
④年末調整時の内容に変更がない
⑤2回目以降の住宅借入金等特別控除を年
末調整済み

市内にいる親族の税申告上の扶
養になっていて、市が発行する所
得・課税証明書は不要である。

市内にいる親族の税申告上の扶
養になっていて、市が発行する所
得・課税証明書が必要である。

公的年金等の収入金額が
400万円以下であり、かつ、公
的年金等に係る雑所得以外
の所得金額が20万円以下で
ある。

営業所得、農業所得、不動産
所得、雑所得（公的年金以外）、
一時所得などがある。

年金の収入金額が148万
円（65歳未満の人は98万
円）を超えている。

公的年金等の収入金額が
400万円を超えている。

所得の合計額が所得控除の
合計より大きい。

A

B

「所得税の確定申告」が必要です

「市県民税の申告」が必要です

申告は不要です

「市県民税の申告」「所得税の確定
申告」どちらかが必要です
税務署から確定申告書や申告のお知らせはが
きなどが届いた人は、所得税がかからなくても
確定申告が必要な場合があります。 

収入が公的年金等のみの人は、所得税が還付
される場合があります。 

国保税や後期高齢者医療保険料、介護保険料、
保育料の算定などの基礎資料になります。 D

C
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い
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行政らしんばん

市
役
所
本
庁
舎
の
電
気
設
備
点
検
の
た

め
全
館
停
電
し
ま
す
。

と
き
　
２
月
11
日
㈰
㈷
、終
日

利
用
で
き
な
い
サ
ー
ビ
ス

・証
明
書
自
動
交
付
機

・市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

・マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付
業
務（
２

月
12
日
㈪
㉁
に
変
更
し
て
市
民
課（
内

線
２
６
３
）で
行
い
ま
す
。）

シ
ス
テ
ム
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
や
電
気
設
備
点

検
の
た
め
、証
明
書
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ

ス
を
停
止
し
ま
す
。

市
の
財
産
の
有
効
活
用
と
地
域
経
済
の

活
性
化
を
目
的
に
、公
用
車
に
掲
載
す

る
広
告
を
募
集
し
ま
す
。

対
象
　
企
業・個
人
な
ど
　

掲
載
車
両
　
軽
貨
物
自
動
車
８
台

掲
載
位
置
　
車
体
の
後
部
側
面（
２
面
）

広
告
規
格
　
マ
グ
ネ
ッ
ト
シ
ー
ト（
最
大

縦
50
㌢
、横
50
㌢
）

※

広
告
の
作
成
費
用
は
広
告
主
の
負
担

掲
載
料
金
　
１
面
月
額
２
，５
０
０
円

掲
載
期
間
　
４
月
１
日
〜
平
成
31
年

３
月
31
日

申
込
期
間
　
２
月
１
日
㈭
〜
28
日
㈬

※
受
付
時
間
は
平
日
、午
前
９
時
〜
午

後
５
時

申
込
方
法
　
広
告
掲
載
等
申
込
書
に

必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、掲
載
広
告

案（
写
真
や
原
稿
な
ど
内
容
が
わ
か
る

も
の
）と
企
業
概
要（
会
社
案
内
、パ
ン
フ

レッ
ト
な
ど
）を
添
え
て
、契
約
課
へ
直
接

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※

申
込
書
は
、市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

入
手
で
き
ま
す
。

※

広
告
掲
載
に
関

す
る
基
準
な
ど
、

詳
し
く
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

市
の
公
用
車
に
掲
載
す
る

広
告
を
募
集
し
ま
す

証
明
書
コ
ン
ビ
ニ
交
付
の

サ
ー
ビ
ス
停
止
に
つ
い
て

■
契
約
課（
内
線
２
３
０
）

停止日時 停止する証明書

６日㈫

11日㈰㈷

15日㈭

すべての証明書

すべての証明書

戸籍の証明書

２月の停止日程と内容

対
象
　
市
内
在
住
で
、４
月
１
日
ま
た

は
２
日
か
ら
勤
務
可
能
な
人（
過
去
５

年
間
に
、市
の
非
常
勤
職
員
と
し
て
４
年

以
上
勤
務
し
た
人
は
、同
じ
部
署
で
は
勤

務
で
き
ま
せ
ん
。）

※

職
種
・
勤
務
条
件
な
ど
詳
し
く
は
、２

月
７
日
㈬
か
ら
人
事
課
ま
た
は
市
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

決
定
方
法 

書
類
審
査・面
接
な
ど

申
込
期
間 

２
月
７
日
㈬
〜
３
月
１
日
㈭

受
付
時
間 

平
日
の
午
前
８
時
30
分
〜

午
後
５
時
30
分

市
の
非
常
勤
職
員
を

募
集
し
ま
す

■
人
事
課（
内
線
２
７
０
）

■
用
地
管
財
課（
内
線
２
３
７
）

■
市
民
課（
内
線
１
０
１
）

老
朽
化
に
伴
い
、再
整
備
を
行
い
ま
す
。

工
事
期
間
中
は
仮
設
駐
輪
場（
旧
市
立

図
書
館
跡
地
）を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

工
事
期
間
　
３
月
下
旬
〜
６
月

★
自
転
車（
バ
イ
ク
）の
置
き
去
り
は
絶

対
や
め
ま
し
ょ
う
！

放
置
自
転
車（
バ
イ
ク
）は
、ほ
か
の
利

用
者
の
迷
惑
に
な
り
ま
す
。発
見
し

た
場
合
は
撤
去
・
処
分
し
ま
す
。

★
保
険
に
加
入
し
ま
し
ょ
う
！

自
転
車
は「
車
の
仲
間
」で
す
。事
故

の
加
害
者
に
な
っ
た
時
、高
額
な
損

害
賠
償
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

事
故
に
備
え
、自
転
車
保
険
に
加
入

し
ま
し
ょ
う
。

市
駐
輪
場
の
再
整
備
を

行
い
ま
す■

安
全
対
策
課（
内
線
２
１
４
）

大
村
駅

現
駐
輪
場仮

設
駐
輪
場

協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
、

「
市
民
い
き
い
き
助
成
金
」を
交
付
し
ま

す
。現
在
、平
成
30
年
４
月
以
降
に
実

施
す
る
事
業
を
募
集
中
で
す
。皆
さ
ん

が
行
う
さ
ま
ざ
ま
な
活
動（
事
業
）を
お

待
ち
し
て
い
ま
す
。

対
象
　
２
人
以
上
で
構
成
す
る
グ
ル
ー

プ申
込
期
限
　
２
月
28
日
㈬

み
な
さ
ん
の「
い
き
い
き
」

募
り
ま
す

■
地
域
げ
ん
き
課（
内
線
１
８
５
）

市
役
所
本
庁
舎
全
館
停
電
の

お
知
ら
せ

17:30～
21:30

12:00～
23:00

【
お
詫
び
と
訂
正
】

「
広
報
お
お
む
ら
１
月
号
」13
㌻
に
掲
載

し
た
記
事
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。お
詫

び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。

（
正
）総
務
大
臣
表
彰

（
誤
）総
理
大
臣
表
彰

広告

終日


